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関西広域連合の設立の趣旨等について 

～「関西広域連合設立案」より～ 
   

Ⅰ 設立の趣旨等 

関西は、古くより日本の中心として、厚みのある歴史・文化遺産、豊かな自然、充実

した産業基盤等に恵まれた地域であるが、東京を中心とした中央集権体制により、その

強みや特徴が埋没し、首都圏に対する地位も低下し続けている。 

こうした流れを断ち切るためには、制度疲労を起こしている現在の中央集権体制を打

破し、自ら政策の優先順位を決定・実行できる個性豊かで活力に満ちた関西を作り上げ

ていくことが重要である。 

以上のような観点から、自主・自立の関西を実現するための具体的な手段として、滋

賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県の２府５県は、府県民、府

県議会の議論を経て、ここに関西広域連合（以下「広域連合」という。）を設立する。 
 

１ 設立のねらい 

 (1) 地方分権改革の突破口を開く（分権型社会の実現） 
 

中央集権体制と東京一極集中を打破し、地域の自己決定、自己責任を貫ける分権

型社会を実現するため、一向に進まない国の地方分権改革をただ待つのではなく、

広域課題に地域が主体的に対応できる現実的な仕組みづくりに向け、関西が全国に

先駆けて立ち上がり、地方分権改革の突破口を開く。 

 

 

 

 

 

 

(2) 関西における広域行政を展開する（関西全体の広域行政を担う責任主体づくり） 
 

関西全体の広域行政を担う責任主体を確立するため、既存の広域連携の取組とは

異なる、執行機関と議会を有する新たな行政主体を設置し、東南海・南海地震に備

えた広域防災対策、広域観光・文化振興、広域産業振興、広域的な救急医療連携、地

球温暖化や自然保護等の環境対策、交通・物流基盤の一体的な運営管理等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 国と地方の二重行政を解消する（国の地方支分部局の事務の受け皿づくり） 
 

各団体の個性や資源を効果的に活用するとともに、地方支分部局を中心とした国

の事務、権限のうち、広域自治体で担うべき事務について移譲を受けて、広域連合

（効 果） 

・国の地方支分部局の廃止による権限移譲の受け皿を備えることにより、地方へ

の権限移譲が推進される。 

・地方公共団体である広域連合が国から移譲を受けて実施する事務を住民監視の

もとで自己決定、自己責任により実施することができる。 

 

（効 果） 

・東南海・南海地震発生に備えた広域防災体制の整備、広域的な救急医療連携の

充実などを通じて住民の安全・安心が高まる。 

・関西の観光資源の連携による観光客誘致、関西全体をにらんだ戦略的な産業振

興施策の実施などを通じて地域が活性化する。 

・交通・物流基盤の一体的な管理運営などにより、運営の効率化が図られ、国際

競争力や利用者の利便性が向上する。 
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議会の監視のもとで広域連合が一元的に事務を担い、国と地方の二重行政の解消に

取り組み、関西全体として、スリムで効率的な行政体制への転換を目指す。 

 

 

 

 

 

２ 基本方針 

 (1) まず一歩を踏み出す（早期に実施可能な事務から取り組む） 
 

本格的な広域行政の実現に向けた第一歩として、広域防災、広域観光・文化振興、

広域産業振興、広域医療、広域環境保全、資格試験・免許等、早期に実現可能な事

務から順次取り組む。 

 

(2) 生活者重視の運営を行う（住民生活に直結する事務から取り組む） 
 

広域連合が住民生活の向上に寄与するものとなるよう、各団体に共通する行政課

題のうち、東南海・南海地震に備えた広域防災対策、ドクターヘリを活用した広域

的な救急医療連携の仕組みづくりなど、住民の生活に身近な事務に重点を置いて実

施する。 

 

(3) 柔軟な参加形態とする（早期設置と全団体参加への道筋） 
 

各団体の地勢、財政の状況、各事業のこれまでの取組等の様々な事情を踏まえ、

分野ごとの部分参加、参加事務の段階的拡充、広域連合設置後の新規参加を可能と

するほか、設置当初からの参加が難しい県や政令市との協議の仕組みを構築する。 

 

(4) 簡素で効率的な執行体制とする（既存の組織を活用する） 
 

各団体等の既存組織の活用やそれらとの連携を図ることにより、簡素で効率的な

組織体制や事業執行体制の確立を目指す。 

また、広域連合の設置によって、各府県・政令市を含む基礎自治体の事務が効率

性・経済性を損なうことがないよう留意する。 

 

(5) 成長する広域連合を目指す（実施する事務を順次拡大する） 
 

広域連合設置当初の事務の蓄積を踏まえ、順次、事務の拡充や、新たな分野とし

て広域交通・物流基盤整備などを実施することを検討する。 

また、国の地方支分部局の事務の移譲を受けて一元的に処理するとともに、成長

する広域連合として実施する事務を順次拡大する。 

 

(6) これまでの広域連携の取組を発展させる（官民連携の蓄積を生かす） 
 

広域連合と関西広域機構が車の両輪となって相互連携を図り、官民連携事業の仕

組みを再構築することにより、これまで関西の自治体・経済界により取り組まれて

きた多彩な広域連携事業のさらなる発展を目指す。 

 

 

（効 果） 

・国と地方それぞれが担ってきた道路・河川などの事務を地方において一元的に処理するこ

とにより、当該事務に関する権限と責任の所在が明確になる。 

・一元的な事務処理を通じて効率的な執行が可能になる。 


